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【 請 求 項 １ 】
　 、 該 に 連 結 さ れ た 搬 送 室 搬 送 室 に 連 結 さ れ 膜 室

と を 有 す る 製 造 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 成 膜 室 は 、
　 ス ク と 基 板 の 位 置 合 わ せ を 行 う ア ラ イ メ ン ト 手 段 と 、
　 基 板 保 持 手 段 と
　 第 １ の 蒸 着 源 を 移 動 さ せ る 手 段
　 第 ２ の 蒸 着 源 を 移 動 さ せ る 手 段
　 第 ３ の 蒸 着 源 を 移 動 さ せ る 手
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 製 造 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　
　
　
　

【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ に お い て 、
　 前 記 蒸 着 源 は 、 成 膜 室 内 を Ｘ 方 向 、 Ｙ 方 向 ま た は
Ｚ 方 向 に 移 動 可 能 で あ る こ と を 特 徴 と す る 製 造 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　

基 板 投 入 室 基 板 投 入 室 、 該 た 成 、 該 成 膜
室 に 連 結 さ れ た 第 １ 乃 至 第 ３ の 設 置 室

マ
を 有 し 、

前 記 第 １ の 設 置 室 は 、 を 有 し 、
前 記 第 ２ の 設 置 室 は 、 を 有 し 、
前 記 第 ３ の 設 置 室 は 、 段

請 求 項 １ に お い て 、
前 記 第 １ の 設 置 室 は 、 前 記 第 １ の 蒸 着 源 に 蒸 着 材 料 を セ ッ ト す る 機 構 を 有 し 、
前 記 第 ２ の 設 置 室 は 、 前 記 第 ２ の 蒸 着 源 に 蒸 着 材 料 を セ ッ ト す る 機 構 を 有 し 、
前 記 第 ３ の 設 置 室 は 、 前 記 第 ３ の 蒸 着 源 に 蒸 着 材 料 を セ ッ ト す る 機 構 を 有 し て い る こ と

を 特 徴 と す る 製 造 装 置 。

ま た は 請 求 項 ２
第 １ の 蒸 着 源 乃 至 前 記 第 ３ の 各 々 前 記

請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ３ の い ず れ か 一 に お い て 、



　
　
【 請 求 項 ５ 】
　
　
　

【 請 求 項 ６ 】
　
　
　
　
　

【 請 求 項 ７ 】
　
　

　
　
　

【 請 求 項 ８ 】
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前 記 第 １ の 蒸 着 源 乃 至 前 記 第 ３ の 蒸 着 源 各 々 は 、 蒸 着 材 料 を 収 納 す る 容 器 を 有 し 、
前 記 容 器 は 開 口 部 を 有 し 、 前 記 開 口 部 は 細 長 い 形 状 で あ る こ と を 特 徴 と す る 製 造 装 置 。

請 求 項 ４ に お い て 、
前 記 容 器 は 、 上 部 パ ー ツ と 下 部 パ ー ツ と を 有 し 、
前 記 第 １ の 蒸 着 源 乃 至 前 記 第 ３ の 蒸 着 源 か ら 蒸 発 す る 蒸 着 材 料 の 広 が り 方 は 、 前 記 上 部

パ ー ツ の 有 す る 開 口 部 の 形 状 で 調 節 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 製 造 装 置 。

請 求 項 ４ ま た は 請 求 項 ５ に お い て 、
前 記 容 器 は 、 上 部 パ ー ツ と 下 部 パ ー ツ と を 有 し 、
前 記 上 部 パ ー ツ は 、 第 １ の 加 熱 手 段 に 取 り 囲 ま れ 、
前 記 下 部 パ ー ツ は 、 第 ２ の 加 熱 手 段 に 取 り 囲 ま れ 、
前 記 第 １ の 加 熱 手 段 と 前 記 第 ２ の 加 熱 手 段 は 、 互 い に 異 な る 電 源 に 接 続 さ れ て い る こ と

を 特 徴 と す る 製 造 装 置 。

請 求 項 ４ ま た は 請 求 項 ５ に お い て 、
前 記 第 １ の 蒸 着 源 乃 至 前 記 第 ３ の 蒸 着 源 の う ち 少 な く と も １ つ の 蒸 着 源 は 、 第 １ の 容 器

と 第 ２ の 容 器 を 有 し 、
前 記 第 １ の 容 器 は 、 第 １ の 加 熱 手 段 に 取 り 囲 ま れ 、
前 記 第 ２ の 容 器 は 、 第 ２ の 加 熱 手 段 に 取 り 囲 ま れ 、
前 記 第 １ の 加 熱 手 段 と 前 記 第 ２ の 加 熱 手 段 は 、 互 い に 異 な る 電 源 に 接 続 さ れ て い る こ と

を 特 徴 と す る 製 造 装 置 。

請 求 項 ４ ま た は 請 求 項 ５ に お い て 、
前 記 第 １ の 蒸 着 源 乃 至 前 記 第 ３ の 蒸 着 源 の う ち 少 な く と も １ つ の 蒸 着 源 は 、 第 １ の 容 器

と 第 ２ の 容 器 を 有 し 、
前 記 第 １ の 容 器 は 、 上 部 パ ー ツ と 下 部 パ ー ツ を 有 し 、
前 記 第 ２ の 容 器 は 、 上 部 パ ー ツ と 下 部 パ ー ツ を 有 し 、
前 記 第 １ の 容 器 の 上 部 パ ー ツ は 、 第 １ の 加 熱 手 段 に 取 り 囲 ま れ 、
前 記 第 １ の 容 器 の 下 部 パ ー ツ は 、 第 ２ の 加 熱 手 段 に 取 り 囲 ま れ 、
前 記 第 ２ の 容 器 の 上 部 パ ー ツ は 、 第 ３ の 加 熱 手 段 に 取 り 囲 ま れ 、
前 記 第 ２ の 容 器 の 下 部 パ ー ツ は 、 第 ４ の 加 熱 手 段 に 取 り 囲 ま れ 、
前 記 第 １ の 加 熱 手 段 乃 至 前 記 第 ４ の 加 熱 手 段 は 、 互 い に 異 な る 電 源 に 接 続 さ れ て い る こ

と を 特 徴 と す る 製 造 装 置 。
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